
大学留学／大学院留学プログラム
申し込み方法

お問い合わせ先 0120-890-987 ウェブサイト
留学ジャーナルカウンセリングセンター

携帯電話・スマートフォンからでもOKです

https://www.ryugaku.co.jp

※語学学校の手配をお申し込みの場合、お申し込みの学校によって留学費用の一部または全額を、お申
し込み間もなくご請求させていただくことがあります。詳しくは担当カウンセラーにご確認ください。
※航空券を当社に依頼する場合、別途、実費がかかります。また別途、取扱い条件書があります。

〒160-0016 
東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル6F
留学ジャーナル  大学留学／大学院留学申し込み係

みずほ銀行　新宿新都心支店 普通口座 1562726
口座名：（株）留学ジャーナル 

留学カウンセリング
大学留学／大学院留学を考えるにあたって知っておいていただきたいこと、
留学ジャーナルの大学留学／大学院留学プログラムについてご説明します。
初回のカウンセリングは無料です。

大学留学／大学院留学プログラムの開始
申し込み書とプログラム費のご入金を確認した後、「大学留学／大学院留学
プログラム申込確認書」の発送をもって、プログラムの開始とさせていただき
ます。出願する学校が決まりましたら、出願手続きから渡航手続きまで、留学
ジャーナルが責任をもって行います。

申し込み書に必要事項を記入

申し込み書を郵送または持参

プログラム費お支払い
留学ジャーナルに各プログラム費をお問い合わせの上、留学生ご本人様のお
名前で所定の銀行口座にお振り込みください。

送付先

振り込み先

出願方法は国によって異なります。詳細は留学カウンセラーにご確認ください。
● 英文の預金残高証明書
    （コースにより、ビザ申請時および学校への出願時に必要になります）
● 成績証明書（コースによって必要な場合があります）
● TOEFLなど英語力の証明（コースによって必要な場合があります）
● 予防接種または健康診断書（コースによって必要な場合があります）

必要書類

本プログラムの有効期間は2年間です。　表に記載されたサービスは、渡航されることを条件とした付加サービスです。途中取り消しの場合は、約款に準じます。  
 

●：プログラムに含まれるサービス
／：プログラムに含まれないサービス
○：追加でオプション手配が可能（有料）

＊1. 学校選択の有効期間はお申し込み後2年間です。
＊2. 正式な評価書類の作成は有料オプションとなります。
＊3. 学校を通じて手配可能な滞在先に限ります。
＊4. 現イーオン生およびアミティー生は対象外です（別途、 
 特典があります）。
＊5. 外国籍の場合、料金は異なります。詳細はお問い合わ 
 せください。
＊6. 出発日から1年間有効。 2年目以降は有料オプション 
 となります。

大学留学／大学院留学プログラムサポート内容
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大学留学プログラム

大学院留学プログラム
ベーシックサポートコース

大学院留学プログラム
スタンダードサポートコース

大学院留学プログラム
トータルサポートコース

330,000円
（税込）

330,000円
（税込）

440,000円
（税込）

550,000円
（税込）

＊1 ＊2 ＊3 ＊4 ＊5 ＊6

留学前 留学中 帰国後
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予定期間
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予定日
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第
二
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＜英字＞

＜パスポートと同じスペルでご記入ください＞

フリガナ

フリガナ

住所　〒

学校名

申し込み
留学期間

専攻名

専攻名

（名）（姓）

（名）（姓）

（名）（姓）

〒

自宅電話番号

（　　　　）　　　　　 ー

（　　　　 ）　　　　　  ー

自宅FAX番号（　　　　 ）　　　　　  ー

E-mail（PC）

携帯電話番号 （　 　　　）　　　　　  ー

E-mail（携帯） 担当者

商品コード

大阪東京

名古屋 福岡

in

out 

月　　　　日（  　   ）

月　　　　日（  　   ）

（  　　　   　 ） 週間

第一希望校

滞在先 in／out

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

第二希望校

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

第一希望校指定英語コース

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

第二希望校指定英語コース

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

AR（　　  　 ） P.P（　　  　 ）

V.S（　　  /種類 ：　    ・     　　 ）

P/U（　　  　 ） 保（      　　  ）

概算No.

受

見

HS 出 B V 生保 A コ英 C キ

大学留学／大学院留学プログラム約款、留学プログラム約款の内容、ならびに留学手配のために必要な範囲内での受入機関および手配機関や保険会社等への要配慮個人情報も含めた
個人情報の提供に同意し、また国内連絡先の方の個人情報を提供することについて国内連絡先の方の同意を得、プログラムに申し込みます。

大学留学／大学院留学プログラム申し込み書 

（　　　     年　　　月　　　日まで）

性
別

国
籍

出
生
地

生年
月日

アメリカ・カナダに留学する方のみ  離婚歴 □ あり □ なし
□ 男　□ 女　／　□ 既婚　□ 未婚　

大　　　学：□ 大学留学プログラム
大　学　院：□ ベーシックサポートコース　□ スタンダードサポートコース　□ トータルサポートコース
留学希望国：□ アメリカ　□ カナダ　□ イギリス　□ アイルランド　□ オーストラリア　□ ニュージーランド　□ 未定
希望入学時期：20　　　　　年　　　　　月　　　　　日 
希望専攻分野： （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 短大卒業　□ 大学卒業　□ 大学院卒業　□ その他（　　　　　　  　　　　）

□ 条件付き入学　□ 直接入学　□ 追加語学

□ 日本　□ その他（　　　　　　　　　　　）

□ 父　□ 母　□ その他（　　　　　　　　）

都・道・府・県

年 月 日（　　    歳）

その他の国の場合（　　　　　　　　        　　）

「申し込み書記入例」の
職業コード表をご参照のうえ、
2ケタの数字をご記入ください。

第
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校
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ー
ス

学校名

申し込み
留学期間

約　　　　　　ヵ月

希望
滞在先

希望
滞在先

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ 本人手配  寮名（　　　　　　　　　  ）
※部屋タイプ
□ 1人部屋　□ 相部屋

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ 本人手配  寮名（　　　　　　　　　  ）
※部屋タイプ
□ 1人部屋　□ 相部屋

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日 （　　　）　～　20　　　　　年　　　　　月　　　　　日 （　　　）　（　　　　　　）週間

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

予定期間
週　　　　　　  時間  ・  レッスン

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ その他（　　　　　　　　　 　　 ）
※部屋タイプ：   □ 1人部屋　□ 相部屋

授業
時間数

希望
滞在先

学校名
コース名：

第
二
希
望
校

指
定
英
語
コ
ー
ス

予定期間
週　　　　　　  時間  ・  レッスン

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ その他（　　　　　　　　　 　　 ）
※部屋タイプ：   □ 1人部屋　□ 相部屋

授業
時間数

希望
滞在先

学校名
コース名：

（　　　　　　）ヵ月

（　　　　　　）ヵ月

（　　　　　　）週間

（　　　　　　）週間

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

申込日 年　　  月　　  日

預り日 年　　  月　　  日

学校決定日 年　　  月　　  日

CX 年　　  月　　  日

出発日 年　　  月　　  日

※日中に連絡
　可能な番号

受付者

きっかけ

来室 郵送/FAX

株式会社留学ジャーナル宛

直 ／ 外（ イ・ア・生個・生準・外販 ）： 株式会社留学ジャーナル
登録番号：T1-0111-0103-6096

ﾘ ｭ ｳ ｶ ﾞ ｸ  ﾀ ﾛ ｳ
留学 太郎

東京都新宿区信濃町34
トウキョウトシンジュククシナノマチ

JR信濃町ビル 6階

留学

同 上

一郎

ジェイアールシナノマチビル

リュウガク　         イチロウ

2005

1

Kaplan International College, Los Angeles

El Camino College

25

21 4

924

924

924

Santa Monica College
Business

Business

125

El Camino College
Business

東京

12 1720

090  2123 4567

taro@ryugaku.co.jp taro@ezweb.ne.jp

03  5312  4421

03 5312  4421

03  5312  4465

RYUGAKU TARO

160 0016

25

■ TOEFL iBT （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ TOEFL模試 （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ IELTS （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ TOEIC （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ ケンブリッジ英検 □ 合格 （　　　　　　　　）　　□ 不合格

■ 英検 （　　　　　　　　）級　合格日（　　　　　　　年　　　　月）

■ GRE （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ GMAT （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

□ 該当するものはない

あなたの現在の英語力を自己申告してください。
１ 2 3 4 5

できない できる

英
語
に
関
す
る
資
格

航空券
手　配

● 以下の問いにお答えください
滞在先手配のための参考情報となります。必ずしも希
望通りの滞在先をご紹介できるとは限りません。あら
かじめご了承ください。

1.たばこを吸いますか？
□ はい　□ いいえ
2.「はい」の場合：
滞在先が禁煙でもいいですか？
□ はい　□ いいえ
※屋外での喫煙となる場合がほとんどです。

3.ホストファミリー等がたばこを吸うのは
構いませんか？
□ はい　□ いいえ
4.趣味は何ですか？

（　　　　　　   　　 ）
5.滞在先に子供がいてもいいですか？
□ はい　□ いいえ

6.ペットが家の中にいてもいいですか？
□ はい　□ いいえ
※一般的にペットを飼っている家庭が多いため、ア
　レルギーやよほど嫌いな動物のご指定がない限り、
　ペットのいる家庭に滞在する場合があります。

7.アレルギー体質ですか？
□ はい　□ いいえ
※はいの場合、具体的に

（　　　　　　   　　 ）
8.特に信仰している宗教がありますか？
□ はい　□ いいえ
9.現在または過去においてケガや病気で医
師の治療、投薬を受けていますか？または
医師から精密検査、定期的な診察、治療、投
薬のいずれかをすすめられていますか？
□ はい　□ いいえ
※はいの場合、具体的に

（　　　　　　   　　 ）

● 現在有効なパスポートを持っていますか？
□ あり　□ なし　□ 申請中

パスポート番号

発行年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
有効期間満了日　　　　　年　　　月　　　日

● 留学に必要なビザを持っていますか？
□ あり　□ なし　□ 依頼する　□ 依頼しない

発行国    （　　　　　　　　　　                     ）
ビザ種類 （  ESTA ・ eTA ・ ETA ・ NZeTA ・ 学生ビザ  ）
発行日　　　　　　　　　年　　　月　　　日
有効期限　　　　　　　　年　　　月　　　日

● 留学生保険手配について
□ 依頼する　□ 依頼しない

◆当社をどちらでお知りになりましたか？
□ 雑誌「留学ジャーナル」　
□ 留学ジャーナルのHPを見て
□ 英会話学校からの紹介
　 （スクール名                                        ）
□ KDDI 従業員または紹介
□ その他（　　　　　　　　　　　　      ）
◆お申し込みいただいたプログラムはどちらで
　お知りになりましたか？
□ カウンセリングセンターでの相談

　 （担当名                ）
□ オンラインでの相談 （担当名                ）
□ 電話・メールによる相談 （担当名                ）
□ フェア・セミナーなどのイベント
□ その他（　　　　　　　　　　　　      ）
□ まだ詳しくわからない

◆海外で利用できるクレジットカードを持っていますか？
□ はい　□ いいえ  （はいの場合：カード名                                                            ）
◆留学費用の一部を当社の留学ローンを利用して支払いますか？
□ はい　□ いいえ　□ 未定 （ローンの案内書、申し込み書の送付を希望する □  しない □ ）

◆海外渡航／旅行をしたことがありますか？
□ あり  （国名                                               　　　　　　　　　　　　　　 　  ）
□ なし
◆海外での留学経験はありますか？
□ あり ［  当社で手配  ・  その他  ］ （国名                                                                 ）
□ なし

※クレジットカード、留学ローンは、それぞれ審査が必要ですので別申し込み書にて早めに申し込み手続きを行ってください。
　ローンに関しましては、後日留学手続きカウンセラーから送られる「ローン申し込み書類」をご覧ください。

なお、ご記入いただきました内容について遺漏や不実記載等の重大な事実が発覚した場合は、お客様（申し込み者）との
留学プログラム契約を解約させていただくことがあります。

申し込み者署名
（自筆）

保護者代表署名
（自筆）

〈使用欄〉

※申し込み者が未成年、学生の場合は必ず保護者（親権者）の承認が必要となります。
　必ず保証人となる保護者代表の方が自筆で署名してください。

□ 当社へ依頼する □ 依頼しない 希　望
出発空港

希　望
出発日

別途契約による手配となります。
旅行取扱：（株）留学ジャーナル／観光庁長官登録旅行業第1695号

希望航空
会社名 （　           　　　      　  　　           　　） 月　　  　　　 日日本出発日

□ 東京　□ 大阪　□ 名古屋　□ その他（　　　　　　　） □ はい （到着時のみ）
※別途費用が必要

□ いいえ

出地

到地

出日

種類

CR

RT出日

CR指定

Air依頼

YES

済

NO

１ ２

未

年  　　 月  　　 日

年  　　 月  　　 日

OW ・____ FX ・____ 有効
IT ・ PEX

内 訳 表 C・銀・外　  ／

項　目 金　額
プログラム費
追加語学費

 
合計金額

0 0
0 0

0 0

経
理
印

受
付
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

保
険
タ
イ
プ

期
間

料
金　 　/     ～     /      （　　）ヵ月

あ
り
の
場
合

あ
り
の
場
合

記入日 年　　　　　　　 　　　　　　月　　　　 　　　　　　　　　日

記入日 年　　　　 　　　　　　　　　月　　　　 　　　　　　　　　日

フリガナ

（日本語）

（英　語）
学校名高校

フリガナ

（日本語）

（英　語）
学校名

専門学校
短大
大学
など

フリガナ

（日本語）

（英　語）
学校名大学院

フリガナ

（日本語）

（英　語）
勤務先名

勤務先
アルバイト先
※すでに退職さ
れた場合も記入
してください

在学中 （　　　　　　　　　　　年生）
卒　業 （　　　　　　　年　　　　月）
中　退 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　　　　　　　　）科
学業成績（GPA）：

在学中 （　　　　　　　　　　　年生）
卒　業 （　　　　　　　年　　　　月）
中　退 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　　　　　　　　）科
学業成績（GPA）：

在学中 （　　　　　　　　　　　年生）
卒　業 （　　　　　　　年　　　　月）
中　退 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　　　　　　　　）科
学業成績（GPA）：

入社時期 （　　　　　　　年　　　　月）
退　職 （　　　　　　　年　　　　月）
退職予定 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
部署名 （　　　　　　　　　　　　　）　
職　種 （　　　　　　　　　　　　　）　
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東京都立留学高等学校
Tokyo Metropolitan Ryugaku High School
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申し込み書 記入例
※太枠の内側のみご記入ください。 ※未成年・学生の方は保護者の方の署名も忘れずにお願いします。黒いボールペンでご記入ください。

【表面】
❶希望プログラム
ご希望のプログラム名、国、入学時期、専攻分野をお選びください。
❷第一希望校・第二希望校
留学をご希望の大学名、専攻名（必要な方のみ）、留学期間、滞在先をご記入くだ
さい。留学ジャーナルの大学留学プログラムでは一度に2校まで出願できます。
❸滞在先手配期間
滞在手配を希望される期間をご記入ください。
❹入学方法
「条件付き入学」「直接入学」「追加語学」（語学コースを追加する場合）からお選び
ください。どれが適当かご自分で判断できない場合は留学カウンセラーにご相談く
ださい。
❺第一希望校・第二希望校指定英語コース
留学ジャーナルの大学留学プログラムで「条件付き入学」を選択された場合、希望
校入学前に、❷でご記入の出願希望校が指定する英語コースで英語力を伸ばすこ
とになります。各大学・短大・教育機関によって英語コースは決まっています。また、
入学可能な英語コースが複数設けられていることもあります。詳しくは留学カウン
セラーにご相談ください。

【裏面】
❻英語に関する資格
過去に受験したものに関してすべてご記入ください。今後、受験予定の方は、受験
予定日をお書きください。
❼学校・勤務先
査証（ビザ）の申請、学校への出願などに必要なものです。現在までの学歴・職歴
（アルバイトも含む）などをすべてお書きください。現在休職中の方やすでに退職さ
れた場合も、退職予定や勤務先名をもれなくご記入ください。
❽学業成績（GPA）
高校・専門学校・短大・大学・大学院の成績を学業成績（GPA）に換算してご記入く
ださい。大学の出願に必要になります。算出方法は以下の通りです。

A科目のポイント×単位数
＋

B科目のポイント×単位数
＋

C科目のポイント×単位数

…

高校生 1年生
 2年生
 3年生
 その他
高等専門学校生
専門学校生 1年生
 2年生
 その他

短大生 1年生
 2年生
 その他
大学 1年生
 2年生
 3年生
 4年生
 その他

大学院生 1年生
 2年生
 その他
予備校生
教職員・教諭 小学校
 中学校
 高校
 大学
 その他

社会人 会社員
 公務員
 会社役員
 看護師
 フリーランス
 自営業
 専門職
 アルバイト

主婦
無職

23
24
25
26
27
31
32
33

36
37
38
40
41
42
43
44

46
47
48
51
72
73
74
75
76

81
82
84
85
87
88
89
90

92
93

職業コード
一覧

※こちらからお選び
ください

GPA= ÷ 総単位数（全科目の合計）



　記載金額は、全て税込価格です。ただし、各条項にて記載されている金額に対す
る消費税率は、消費税法の改正があった場合、改定後の消費税率に基づく消費税
額相当分が変更になります。

第1条（定型約款）
　申し込み希望者は、留学ジャーナル大学留学／大学院留学プログラム定型約款
（以下「本約款」といいます。）を承諾の上、株式会社留学ジャーナル（以下「当社」と
いいます。）に対し、本約款に含まれる各種サービス（以下「留学プログラム」といい
ます。）を申し込みます。なお、本約款は留学プログラムの申し込み契約の内容となり
ます。

第2条（契約の申し込みと成立）
（1）本約款における申し込み希望者による留学プログラム契約の申し込みと成立
は、申し込み希望者が、当社に対して本約款に基づき、所定の「留学プログラム申し
込み書」を作成・提出し、その契約を当社が承諾の上、第6条（諸費用）第（1）項に定
めるプログラム費を受領確認したときをいいます（当社が申し込みを承諾した申し
込み希望者を以下、「申し込み者」といいます。）。なお、留学プログラム契約の有効
期間は、原則として申し込み契約の成立日から出願までの2年間です。申し込み者の
都合により、申し込み後2年以内に出願を開始されない場合は、契約期間の満了に
より契約終了となります。その際のプログラム費は、第16条（契約終了後の取扱い）
により返金しません。
（2）契約の成立後速やかに、当社は申し込み者に対し、申し込み者からの申し込み
を承諾する旨の書面（大学／大学院／専門留学プログラム申込確認書）を発送しま
す。また、留学先の短大／大学／大学院またはそれに相当する高等教育機関（以下
「留学先」といいます。）が決定し、留学手続きを開始するとき、当社はその確認とし
て申し込み者に対し出願申し込みを承諾する旨の書面（出願代行手続き引受確認
書）を発送します。ただし、契約の成立時に留学先が決定している場合は、大学／大
学院／専門留学プログラム申込確認書に代わって、出願代行手続き引受確認書を
発送します。なお、これらの各確認書は、電子的通知によりご連絡する場合がありま
す。
（3）大学／大学院留学プログラムの申し込みと併用して語学留学プログラムに申し
込む場合または大学／大学院留学にあたって条件付き入学（大学／大学院への入
学前に語学習得の条件を課された場合）の許可を得た場合、別途定める留学プロ
グラム定型約款に従った語学留学プログラムへの申し込み書とプログラム費の受
領を確認し、当社が承諾したときに契約は成立します。なお、語学留学の申し込み及
び大学／大学院への申し込みの段階で、留学先が定員に達している可能性が高い
場合、または滞在先の受入が混み合っている等の事由で申し込み者の希望する手
配ができない可能性が高い場合、当社は申し込み者の承諾を得て、可能な代案を提
示の上、手配努力します。ただし引き受けにおいて別途定める「留学プログラム特
約」の適用を条件とする場合があります。結果として希望する手配ができなかった場
合でも、第13条（免責事項）によりお預かりするプログラム費は返金しません。

第3条（拒否事由）
　当社は、申し込み者から、本約款に基づく留学プログラムの申し込みがあった場
合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申し込み者からの申
し込み等をお断りすることがあります。
（1）申し込み者の日本での学業成績が留学先の定める評定値に達していないとき
や申し込み者に留学に適した条件が備わっていないと当社が認めたとき。
（2）申し込み者が未成年である場合または学生の場合、申し込みについて親権者
（保護者等）の同意がないとき。
（3）申し込み者が希望する留学先の定員に受入可能な余裕がない場合等、客観的
に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
（4）申し込み者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学
手続きが完了できる見通しがないとき。
（5）申し込み者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラム
の参加に不適切であると当社が認めたとき。
（6）申し込み者が留学先への入学希望時期から遡って出願することもなく、2年以
上経過したとき。
（7）その他、当社が不適当と認めたとき。

第4条（プログラムの範囲）
　留学プログラムは、申し込み者の学術的関心、将来の志望進路、現在までの学業
成績や社会経験ならびに英語力、留学期間及び予算等の諸条件を基に、当社の留
学カウンセラーが個別にカウンセリングを行うものです。従って、カウンセリング開
始後は本約款に定める場合を除き、プログラム費は返金しません。また、本条にて定
める有料以外の各項のサービスは、第6条（諸費用）（1）プログラム費で個々に定め
る場合を除き、申し込み者に対する付加サービスとして行うため、本サービスを利用
する前に本プログラムを取り消しされた場合、かかる取り消し料から本サービス分
を差し引くものではありません。なお、当社は申し込み者に対して留学プログラムを
提供するにあたり、本約款でお約束する事項以外の事項につき、申し込み者に対し
て何らの保証を行うものではありません。従って、カウンセリング開始後は、本約款
に定める場合を除き、プログラム費は返金しません。この留学プログラムに含まれる
サービスは、次の通りです。
（1）学校選択
　申し込み者は、申し込み者の希望留学先を担当留学カウンセラーと相談しつつ、
申し込み者の意思により2校まで選択します。
（2）各種手続きの代行
①留学手続き及び入学手続き
　当社は、申し込み者が前項に従って選択した希望留学先2校に対し、入学願書と
必要書類を送り（以下「留学手続き」といいます。）、入学許可が得られた場合に入学
許可証を、条件付き入学許可があった場合に条件付き入学内定書を取り寄せるこ
と等により、申し込み者が希望する留学先への入学手続きを代行します。
②滞在先手続き
　当社は、申し込み者が留学する際の寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続きを
代行します。ただし、申し込み者の希望により入寮またはホームステイを希望しない
場合、もしくは希望留学先が寮等の滞在施設をもたない場合や申し込み手続きの
代行ができない場合、当社は原則として、この滞在手続きの代行はしません。また、
アパートの手配等、寮・ホームステイ先以外の滞在手続きの代行はしません。
　希望留学先に留学する前に、申し込み者が語学コースを申し込む場合、当社は、
手続きが代行可能な場合にのみ、申し込み者の滞在先について、寮・ホームステイ
先の申し込み手続きを代行します。申し込み者が、希望留学先に入学する前に語学
コースを申し込む場合、または語学コースの後に申し込み者が希望留学先に入学す

る場合でも、当社は希望留学先について、寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続
きの代行はしません。ただし、申し込み者の希望留学先への入学時期が、申し込み
者の日本からの出発日前に決定している場合には、当社は希望留学先について、寮・
ホームステイ滞在等の申し込み手続きを代行します。
　希望留学先もしくは語学コースによっては、申し込み者の出発日以前に寮または
ホームステイ等の滞在先住所・部屋番号がわからない場合があります。寮の場合、1
人部屋か否か、またはルームメイト等について、申し込み者の希望が通らない場合
もあります。また、ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合
もあります。当社の責によらない事由で申し込み者の滞在先が確保できない場合、
または申し込み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任
を負いません。ただし、当社の故意または重過失等による場合は、第14条（損害の負
担）の定めによるものとします。
③渡航手配手続き
　希望者には、成田空港またはその他の日本国内の出発空港から希望留学先の最
寄り空港までの片道または往復航空券を手配します。航空券の申し込み・取消等
は、別に定める標準旅行業約款の「手配旅行契約の部」、「渡航手続代行契約の部」
ならびに当社の「旅行・航空券取扱い条件書」等に準じます（旅行取扱：株式会社留
学ジャーナル／観光庁長官登録旅行業第1695号）。なお、航空券代は別途料金と
なります。
④留学費用の支払い
　当社は、第6条（諸費用）第（2）項に定める希望留学先または語学コースヘの留学
費用の支払い手続きを送金あるいは銀行小切手の送付により代行します。ただし、
正式に希望留学先に入学する前に、申し込み者が語学コースを申し込む場合、原則
として当該語学コースのみ当該支払い代行手続きの対象となります。申し込み者は、
当社が指定する納付期日までに、所定の金額を当社指定の口座に振り込まなけれ
ばなりません。希望留学先もしくは語学コースによっては、留学費用を（ⅰ）送金また
は銀行小切手によって支払う場合、（ⅱ）現地で現金によって支払う場合がありま
す。この場合当社は、原則として、（ⅰ）の方法によってのみ代行します（第8条の為替
変動もご参照ください。）。現金にて支払う必要がある場合、申し込み者は事前に現
金をご自身でご用意の上、現地にて希望留学先もしくは語学コースに直接お支払い
ください。
　留学費用は、希望留学先もしくは語学コース、航空会社、その他留学費用の支払
い先の事情により予告なしに変更されることがあります。この場合、申し込み者は、
当社が申し込み者に対して請求する金額を直ちに当社に対して支払うものとしま
す。
⑤海外留学保険加入手続き
　当社は、海外留学保険の加入手続きを代行します。通常、アメリカの大学・2年制
大学及び語学コースをはじめ海外の留学生を受け入れている学校では、独自に留
学生に保険の加入を義務付けているところもありますが、補償内容が異なるため海
外留学保険にはぜひ加入されるようおすすめします。なお、海外留学保険料は別途
料金となります。
⑥ビザ取得手続き（ビザ申請書類作成料）
　留学先でビザが必要となる場合、希望者には当社の指定する旅行代理店が、申
請書類の作成または代理申請を別途定める「査証手配（申請書類作成代行・申請
代行）条件書」に準じ、別途料金にて行います。この場合、大使館または領事館が実
費として請求するビザ申請料が別途必要となる国があります。こうした実費は、別途
ご請求または直接お支払いいただくことになります。留学国や申し込み者の居住地
域によって、または渡航予定日まで十分な時間がない場合は、ビザの代理申請等が
できない場合もあります。なお、ビザの代理申請はビザの取得を保証するものでは
ありません。
⑦必要書類の翻訳
　第5条（必要書類）に定める留学手続きに必要な書類の作成にあたって、指定さ
れた言語での書類が申し込み者において用意できない場合、当社は英語に限り、預
金残高証明書、卒業証明書、成績証明書及び戸籍謄本（抄本）を以下の料金にて翻
訳します。
翻訳料（1通あたり）
　・預金残高証明書 7,700円
　・卒業証明書 7,700円
　・成績証明書（大学・短大・高専のもの） 16,500円
　　　　　　　（高校のもの） 13,200円
　・戸籍謄本（抄本）1枚につき 16,500円～22,000円
（3）英語講座
　当社は、申し込み者に対して無料で受講できる英語講座を提供します。その内容
については、担当留学カウンセラーにご確認ください。
（4）エッセイの作成指導（大学院プログラム：スタンダード及びトータルサポートコ
ースのみ）
　対面によるエッセイ作成指導（添削含む。）ならびに郵送あるいは電子的通知等
の方法によるエッセイ作成指導（添削含む。）は、合わせて最大3回までとします。
（5）履歴書の作成指導（大学院プログラム：スタンダード及びトータルサポートコー
スのみ）
　当社は、希望留学先の入学申請に必要な履歴書の作成に関するアドバイス及び
添削指導を申し込み者に対して行います。
（6）オリエンテーション
　当社では、留学生の心構え、生活に必要なクレジットカード・保険・電話の利用の
仕方等を紹介した小冊子を配布します。また、担当留学カウンセラーが随時行う留
学に関するアドバイス、「生活準備講座」、「出発前の最終ガイダンス」等のオリエン
テーションを行います。なお、留学ジャーナルカウンセリングセンター等、オリエンテ
ーションが実施される会場までの交通費は、申し込み者の負担となります。
（7）留学中のサポート
　下記①号のサービスは、申し込み者の出発日から1年間有効です。1年以上の期
間にわたるサポートの申し込みは、別途料金（第6条（諸費用）第（6）項③号参照）が
かかります。②号のサービスは、大学院プログラムが1年間、大学プログラムは申し
込み者が留学を終えるまで有効です。
①留学中の不慮の事態に対して、日本語でアドバイスする24時間電話サービス「留
学ジャーナルスチューデントプロテクション」を実施します（電話によるアドバイス
は、AIGトラベルアシストインクが行います。）。
②担当留学カウンセラーによる、電話またはEメールによる以下の相談を行います。
・留学生活全般についての相談
・進路についての相談
・学生ビザ、仕事等についての相談
（8）当社の留学ローンの紹介・申し込み代行
　当社は、提携金融機関により留学費用等の貸付を行う留学ローンの紹介・申し込
みを代行します。詳細は、希望者に後日案内する同ローンの約款をご覧ください。な
お、出発日までに十分な時間がない場合、留学ローンを利用できないことがありま
す。

第5条（必要書類）
　申し込み者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続きに
必要な書類は、当社より別途「必要書類案内」を送付してご連絡します。申し込み者
は、指定された書類に指定された言語にて必要事項を記入の上、必ず指定の期日ま
でに当社の手続き担当カウンセラーまでお送りください。

第6条（諸費用）
（1）プログラム費
　申し込み者は、本項に定めるプログラム費を本第2条（契約の申し込みと成立）及
び第9条（支払い）に記載通りお支払いいただきます。なお、各プログラム費には、本
条第（2）項～第（6）項の費用は含まれません。
・留学ジャーナル大学留学プログラム費： 330,000円
・留学ジャーナル大学院留学プログラム・トータルサポート（第4条第（1）項から第
　（7）項の全てが対象）のプログラム費： 550,000円
・留学ジャーナル大学院留学プログラム・スタンダードサポート（第4条第（7）項①
　号を除く全てが対象）のプログラム費： 440,000円
・留学ジャーナル大学院留学プログラム・ベーシックサポート（第4条第（4）項、第
　（5）項、第（7）項①号を除く全てが対象）のプログラム費： 330,000円
（2）留学費用
　当社では、希望留学先または語学コースヘの入学手続きに必要な費用としての出
願料や滞在申込金、授業料及び入学登録料、寮・ホームステイに関連する費用、食
費、航空料金、空港出迎え料（空港出迎えが必要かつ可能な場合のみ）、その他申し
込み者の留学期間中に必要となる費用（以下、これらを「留学費用」と総称します。）
を希望留学先または語学コースから当社に寄せられた最新の資料に基づいて算出
し、申し込み者に請求します。申し込み者は、当社が指定する期日までに留学費用を
当社に対して支払うものとします。当社は、申し込み者の希望留学先または語学コー
スでの授業料及び入学登録料、寮・ホームステイに関連する費用を第1回目の支払
いについてのみ支払い手続きを代行します。その後の支払いについては、本項の他、
第4条（プログラムの範囲）第（2）項④号も適用されるものとします。なお、留学費用
は学校、その他支払い先の事情により、予告なしに変更されることがあります。
（3）宿泊費
　申し込み者のスケジュールの関係上、申し込み者は、出発地、途中経由地ならび
に現地にてホテル等の宿泊施設に宿泊する必要がある場合があります。その場合の
宿泊予約は、原則として当社が行いますが、その宿泊にかかる費用は申し込み者の
負担となります。宿泊費用は、特に指定のない限り申し込み者が直接宿泊先にお支
払いください。
（4）緊急連絡費
　申し込み者本人またはご家族からの依頼により、出発前・出発後に関係なく、緊
急の連絡を要する場合、当社は希望留学先や語学コースあるいは滞在先等の関係
各所への緊急連絡をお引き受けします。その際にかかる費用は、相手国を問わず1
件1回あたり5,500円にて申し受けます。この場合、申し込み者は、当社が申し込み
者に対して請求する金額を直ちに当社に対して支払うものとします。
（5）渡航手続きの代行
　上記で定める費用の他、当社は、申し込み者の利用希望や必要性に応じて、標準
旅行業約款の「手配旅行契約の部」ならびに「渡航手続代行契約の部」に準じ、別途
渡航手続き代行料金を収受することにより次に掲げる業務を行うことを引き受けま
す。なお、渡航手続き代行に関する業務及びそれらにかかる料金は、別途ご案内す
る各種条件書（旅行・航空券取扱い条件書、査証手配条件書等）に準じます。
①査証、再入国許可等に関する手続き
②出入国手続き書類の作成
③航空券手配に付随する手続き
④海外留学保険の手配
（6）その他の諸費用
　前各項で定める費用の他、当社は、申し込み者の利用希望や必要性に応じて、以
下の費用を申し込み者に対して、別途手配、請求します。申し込み者は、当社から下
記諸費用の支払い請求があった場合は、直ちにかかる諸費用を当社に対して支払
うものとします。
①出願校の追加（1校につき） 55,000円
②語学コースの入学手続き（1校につき）　 55,000円
③留学中のサポート
・申し込み者が留学ジャーナル大学院留学プログラム・トータルサポートを申し込
んでいる場合で、1年間を超える留学中のサポートを希望する場合、留学ジャーナ
ル大学院留学プログラム・トータルサポートでカバーされる1年を超える留学中
のサポートは1年につき、 110,000円
・申し込み者が留学ジャーナル大学院留学プログラム・トータルサポートを申し込
んでいない場合は、最初の1年につき、165,000円
それ以降の留学中のサポートについては、1年につき、110,000円
④海外送金用小切手作成時または海外送金時に必要となる銀行手数料
⑤その他、当社が申し込み者に対して、本条に記載する以外で留学プログラムを提
供するにあたり合理的と認める諸費用

第7条（申し込み後の変更と変更手数料）
　申し込み者は、本条の定める場合において以下の変更手数料を支払うことによっ
てのみ、留学プログラム契約につき、以下の変更をすることが可能です。ただし、必ず
事前に担当留学カウンセラーにご相談ください。変更を希望する場合、かかる費用
を別途請求します。
（1）希望留学先への入学希望時期の変更
・申し込み者は、希望留学先への入学希望時期を、当該希望留学先への出願前で、
申し込み日から起算して2年以内の間であれば１回につき変更手数料55,000円
にて変更できます。
・申し込み者は、申し込み日から起算して2年を超えて変更する場合、または希望留
学先への入学時期を当該希望留学先への出願後出発日前に変更する場合、変更
手数料110,000円を当社に対して支払うことにより変更できます。変更手数料を
お支払いいただけない場合は、有効期間の消滅となり返金しかねます。
・事前に語学コースに通われる方で出発後、大学・大学院の入学時期を変更する
場合の変更手数料は、１回につき55,000円となります。

（2）希望留学先及び専攻の変更
・申し込み者は、希望留学先及び専攻を当該希望留学先への出願前に変更する場
合、変更手数料を当社に対して支払うことにより変更できます。この場合における
変更手数料は、大学プログラム及び大学院プログラムともに55,000円となりま
す。
・申し込み者は、希望留学先及び専攻を当該希望留学先への出願後出発日前に変
更する場合には、変更手数料を当社に対して支払うことにより変更できます。この
場合における大学プログラムの変更手数料は110,000円、大学院プログラムの
変更手数料は220,000円となります。

（3）大学・大学院留学プログラムにおける出発までのサポート期間の延長
　本条（1）項ならびに（2）項の変更により出発時期が申し込み日から起算して2年
を超える場合、当社は申し込み者に対し、出発前のサポート期間延長の費用として1
年間につき110,000円を請求します。
（4）大学院留学プログラムのコース変更
　留学ジャーナル大学院留学プログラムのトータルサポート、スタンダードサポー
ト、ベーシックサポートの申し込みコースから別コースヘの変更は、その価格の差額
をお支払いいただくことで可能です。また、コース変更によってコース費が減額する
場合は、その差額を返金します。ただし、トータルサポートからスタンダードサポート
ヘの変更は出発前に限り、またトータルサポートあるいはスタンダードサポートから
ベーシックサポートヘの変更は、書類作成指導が行われる前に限り可能です。
（5）大学・大学院留学プログラムともに、空港出迎え手配のため送迎手配先へ当社
から到着連絡が完了した後、申し込み者の都合により到着便の変更が生じた場合

には、変更手数料として1回3,300円を別途申し受けます。
（6）その他、当社が承諾し、当社が指定する変更手数料を支払った場合

第8条（為替変動）
　当社が本約款に基づき、申し込み者に代行して希望留学先あるいは語学コース
に送金または銀行小切手の送付によって留学費用その他の費用を支払う場合、当
社所定の為替レートにて100円単位（100円未満切り上げ）で決済を行います。こ
の場合、為替変動による差額の精算はしません。ただし、当該留学先の指定により、
到着後に留学費用またはその一部を直接支払う場合は、申し込み者自身による支
払いとなります。また、申し込み者が留学プログラム契約を解約し、または希望留学
先あるいは語学コースヘの入学を取りやめたときに希望留学先または語学コースか
ら申し込み者に対して返還される費用がある場合、当社はかかる費用を申し込み者
に代わって代理受領し、かかる費用を当社が選択する日のTTBレート（電信為替買
相場：Telegraphic Transfer Buying）にて換算した上で、申し込み者に返還する
ものとします。

第9条（支払い）
　申し込み者は、本約款の各条項に定められた、プログラム費、留学費用、その他の
諸費用、変更手数料等の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に振
り込みまたは所定の方法で入金するものとします。この場合、留学費用等の残金は、
受け入れ先が期日を定めている場合や制度上必要な場合を除き、90日以上前にお
支払いいただくことはありません。本約款に別途定めがある場合の他、当社は本約
款に基づき、申し込み者が当社に対して支払ったプログラム費、留学費用、その他の
諸費用、変更手数料等の費用を申し込み者に対して返金しません。申し込み者が当
社指定の期日までに本約款に定める費用を当社に対して支払わない場合、当社は
申し込み者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、当社
の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で
必要な差額をお支払いいただきます。
　なお、留学費用等を概算額で支払っている場合、後日支払い金額が明らかになり
次第、当社の指示に従い、当社または支払い先との間で過不足金の精算を行ってい
ただきます。また、本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関
を通じて当社に対してお支払いいただく際の振り込み手数料や送金手数料（以下
「振り込み手数料」といいます。）ならびに当社から申し込み者に対して返金する際の
振り込み手数料は、すべて申し込み者の負担となります。

第10条（申し込み後の取消と返金）
　申し込み者が、申し込み後に留学プログラム契約を解約する場合、当社は本約款
の定めに基づき、申し込み者に対する返金の手続きを行います。希望留学先に対す
るキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学
プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失については申し込み者の負担とし
ます。また、当社がこれを立て替え払いしたときは、申し込み者はかかる立て替え費
用を当社に支払うものとします。
　留学プログラム申し込み後の解約と返金は、次に定める通りです。なお、契約期間
の満了以前に延長の申し出がない場合は、権利放葉したものとみなし、第6条（諸費
用）第（1）項に定めるプログラム費の返金には応じかねます。
【大学留学プログラム】
・申し込みから学校選択カウンセリング開始前までの取消：当社は、第6条（諸費
用）第（1）項に定めるプログラム費から55,000円を差し引いた差額を申し込み
者に返金します（申し込みから起算して8日目までの取消は、全額を返金しま
す。）。
・申し込みから出願をする前までの取消：当社は、第6条（諸費用）第（1）項に定め
るプログラム費から110,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金します。
・申し込みから出願後の取消：一切返金しません。
【大学院留学プログラム】
・申し込みから学校選択カウンセリング開始前までの取消：当社は、第6条（諸費
用）第（1）項に定めるプログラム費から55,000円を差し引いた差額を申し込み
者に返金します（申し込みから起算して8日目までの取消は、全額を返金しま
す。）。
・申し込みから出願校を決定する前までの取消：当社は、第6条（諸費用）第（1）項
に定めるプログラム費から110,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金し
ます。
・申し込みから出願をする前までの取消：当社は、第6条（諸費用）第（1）項に定め
るプログラム費から220,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金します。
・申し込みから出願後の取消：一切返金しません。
※ただし、上記プログラムの進度によらず書類作成指導が行われた場合は、さらに
110,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金します。

第11条（各種手続きの継続が不可能な場合）
　当社指定の期日までに必要な書類、または費用が申し込み者により送付・入金さ
れず、当社の責によらない事由により当社が各種手続きの代行ができなかった場
合、当社は申し込み者に対して本約款に基づき、支払い済みの費用を一切返金しま
せん。また、その期日に応じて発生した、希望留学先に対するキャンセル料や渡航手
配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、当社の責によらない事由によ
り、当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとします。申し込み者
は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。

第12条（当社からの解約）
（1）申し込み者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づく
留学プログラム契約を解約することができるものとします。
①申し込み者が、当社指定の期日までに、第5条（必要書類）に定める必要な書類を
送付しないとき。
②申し込み者が、当社指定の期日までに、第4条（プログラムの範囲）、第6条（諸費
用）、第7条（申し込み後の変更と変更手数料）及び第10条（申し込み後の取消と返
金）に定める費用の支払いを行わないとき。
③申し込み者が所在不明、または当社からの連絡に対し、返信期限を過ぎ1ヵ月以
上にわたり連絡不能となったとき。
④申し込み者が当社に届け出た、申し込み者に関する情報に虚偽あるいは重大な
遺漏のあることが判明したとき。
⑤申し込み者が、本約款に違反したとき。
⑥申し込み者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業また
は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑦申し込み者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して
脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧申し込み者が、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀
損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑨その他当社の業務上の都合があるとき。
（2）前項に基づき、当社が本約款に基づく留学プログラム契約を解約したときは、プ
ログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、申し込み者が当社に対して
本約款に基づき支払い済みの費用を申し込み者に対して一切返金しません。また、
解約により発生した希望留学先に対するあらゆるキャンセル料や渡航手配手続き
における航空会社に対するキャンセル料等、前項に基づく解約により当社に生じた
費用及び損失は、申し込み者が負担するものとします。申し込み者は当社からの請

求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。

第13条（免責事項）
（1）当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申し込み者が留学
できなかった場合または希望留学先への正式入学ができなかった場合及び出発日
時が変更になった場合には、一切その責任を負いません。ただし、当社の故意または
重過失等による場合は、第14条（損害の負担）の定めによるものとします。
①申し込み者の希望留学先やコースが定員に達していて入学できない場合、または
定員に達せず授業が開講されない場合
②申し込み者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合、または当
社の責によらない事由で申し込み者の滞在先が確保できない場合、あるいは申し込
み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合
③通信事情または希望留学先の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日
までに届かず、申し込み者が出発できなかった場合
④申し込み者の希望する留学先に出願し、入学の許可が得られなかった場合
⑤申し込み者がパスポートまたはビザを取得できず、あるいは渡航先国に入国拒否
された場合
⑥大使館、留学先または申し込み者の事情によりビザ取得に時間がかかり、出発時
期が変更になった場合
⑦天災地変、戦乱、暴動、内乱、同盟罷業、テロ行為、感染症（世界的なパンデミック
またはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言期間を含む。状況によって
は、アウトブレイクも含む場合がある。）、日本または外国の官公署の命令、陸海空に
おける不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画
によらない運送サービスの提供、申し込み者の生命または身体の安全確保のために
必要な措置、その他不可抗力による場合
⑧申し込み者の事情により、留学ローンが実行されず、手続きの継続が不可能と判
断される場合
⑨申し込み者が、本約款に違反した場合
（2) 前項各号に基づき当社の責によることなく留学することができず、かつ当社を介
さず申し込み者自身で手配された航空券やホテル等の費用ならびにその取消や変
更に伴う手数料等は申し込み者の負担となります。
（3）「留学ジャーナルスチューデントプロテクション」の業務は、AIGトラベルアシス
トインクが行います（渡航後帰国まで最長1年間）。なお、緊急時に24時間体制で電
話により適切なアドバイスを行いますが、当社はその内容に何らの保証をするもの
ではありません。
（4）第4条（プログラムの範囲）第（8）項に基づく当社による留学ロ一ンの紹介、申し
込み手続き代行において、当社は申し込み者の資格審査の結果による留学ローンの
可否や債務保証等、その他一切の事項につき一切責任を負いません。
（5）申し込み者は渡航後、申し込み者の責任において行動するものとし、法令、公序
良俗もしくは留学先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申し込み者個人
の負担となり、当社はその責任を一切負いません。留学中のスポーツ等による事故
は申し込み者本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり保険の特約が
必要な場合は、申し込み者本人の責において加入手続きを行っていただきます。以
上の免責事項に該当する場合、プログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手
数料等、既に当社に支払い済みの費用については一切返金されません。
（6）当社は、希望留学先・語学コースから当社に送られてきた最新資料に基づき留
学プログラムを提供しますが、当社の責によらず、希望留学先・語学コースの事情に
より、受入条件・授業内容・滞在先・費用の変更、その他留学プログラムに関して予
告なしに変更される場合や定員に満たない等の理由、その他の事情から実施され
なくなる場合があります。その際、当社は変更に関する情報を当社が入手次第、申し
込み者にご連絡しますが、ご出発後の留学プログラムに関する変更や中止または自
己都合による解約は、希望留学先と申し込み者との間での直接的契約となるため一
切その責任を負いません。

第14条（損害の負担）
　当社は、当社の責によらない事由により申し込み者が何らかの損害を受けた場
合、その責任を負いませんが、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限り
ではなく、その損害を賠償します。ただし、軽過失の場合の損害賠償は、申し込み者
から受領した第6条（諸費用）第（1）項で定めるプログラム費を上限とします。

第15条（弁済業務保証金分担金）
　当社は、旅行業法にて対象となる航空券代やホテル代等の渡航に係る費用につ
きましては、観光庁長官登録旅行業第1種を取得していることにより、一般社団法
人日本旅行業協会に対して弁済業務保証金分担金を供託しています。これにより、
同協会または管財人の判断により、当社が万一事業を停止せざるを得ないような
状況に陥った場合、授業料等は除き、対象となる旅行費用の保全額相当分が返還
保証されます。

第16条（契約終了後の取扱い）
　本約款第2条（契約の申し込みと成立）第（1）項に規定する契約期間が留学手続
きの開始前に期間満了となった場合は、自動的に契約が終了となります。また、留学
手続きを開始していても手続き上の進展がなく、ご出発の意思がまったくないまま
契約期間を超えた場合も契約の終了となります。その際、既にお支払い済みのプロ
グラム費は、契約期間の満了により返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞
在先等から別途実費請求があった場合は、申し込み者に請求します。なお、申し込
み者の都合により受入日、授業コース、ホームステイから寮への変更あるいは寮か
らホームステイへの変更、留学時期等の留学条件を変更した場合は、変更申し込み
の契約成立日以降留学手続きを進めることもなく１年を超えると、変更に関する契
約期間も満了となり契約の終了となります。その際にお支払いいただいた変更手数
料は返金しません。

第17条（守秘義務について）
　当社では、申し込み者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、
個人情報保護法に基づき、当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただ
し、万一の緊急事故対応及びサポートに備えるためにのみ、当申し込み書記載内容
及び海外留学保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示すること
があります。

第18条（個人情報の取り扱いについて）
　当社では、個人情報保護法に基づき、プライバシーポリシー（個人情報保護方針） 
において申し込み者の個人情報の取得及び利用、利用目的、第三者提供、管理、照会、
開示、変更、利用停止、削除等について以下の通り取り扱います。また、EU及びイギリ
ス域内への留学希望者は、当社ホームページに掲載する「Privacy Policy（GDPR）」
及び「EU／UK域内留学希望者対象プライバシーポリシー」を必ずご一読ください。
（1）個人情報の取得及び利用について
　当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、以下に記す利用目的の
範囲内で業務遂行上必要な限りにおいて利用します。当社は、個人情報を第三者と
の間で共同利用し、または個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第
三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行いま
す。
（2）個人情報の利用目的について
①申し込み者が留学や旅行に関する相談、申し込み、留学及び旅行商品ならびにサ

ービスをご利用いただく際、申し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールア
ドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先、在籍学校名または身分証明書
等の個人情報のご提供をお願いする場合があります。これらは、希望される留学・旅
行商品やサービスを当社が提供する際、ならびに申し込み者との間の連絡のために
利用させていただくほか、申し込み者がお申し込みいただいた留学・旅行商品にお
いて運送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ－ビスの受領の
ための手続に必要な範囲内で、また当社の留学及び旅行契約上の責任、事故時の
費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、運送・宿泊機関や保険会社等
に対し申し込み者の氏名、身分証明書番号等をあらかじめ電子的方法等で送付す
ることによって提供いたします。その他、申し込みをする際には、旅行先や留学先と
なる学校・研修機関等への入学手続き上必要となる、日本での申し込み者の最終学
業成績、健康診断書（要配慮個人情報含む）、財政証明書、戸籍謄本（抄本）等のご
提出をお願いする場合があります。これらの個人データの提供について、申し込み者
に同意いただくものとします。
②当社は、留学・旅行中に傷病があった場合に備え、申し込み者の海外渡航中の国
内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、申し込み者に傷病
があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用さ
せていただきます。申し込み者は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供するこ
とについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。いずれの場合も、必要最低
限の事項を除き、申し込み者の個人情報を当社へご提出いただくか否かについて
は、申し込み者自身が選択できるものであり、申し込み者に判断を委ねます。その
他、当社では、より良い留学・旅行商品の開発のためのマーケット分析、統計資料の
作成、帰国後のアンケート調査、そして当社及び当社と提携する企業やグループ会
社の資料提供、説明会、イベント・セミナーならびにキャンペーン情報等のご案内を
申し込み者にお届けするため、あるいは、旅行終了後や留学帰国後のご意見やご感
想・体験談のご提供をお願いする等、申し込み者の個人情報を利用させていただく
場合があります。なお、申し込み者からご提供いただけない個人情報の内容によっ
ては、当社の商品・サービスをご利用いただけない場合があります。
（3）個人情報の第三者提供について
　当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申し込み者の同意を得るこ
となく第三者（外国にある第三者含む。）に提供しません。当社は、申し込み者へ留
学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、申し込み者が提供した申
し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミ
リ番号、職業、勤務先、在籍学校名または身分証明書や戸籍謄本（抄本）等の個人
情報を、あらかじめ当社との間で秘密保持契約を結んでいる企業等（ホールセラー、
ビザ代理申請会社、現地手配会社、保険会社、翻訳先等の業務委託先）に開示しま
す。留学先国によっては、ビザ申請の際、申し込み者の戸籍謄本または抄本の英訳
されたものを求めてくる場合があります。その際、当社は専門の翻訳家あるいは翻訳
会社に対して当該書類の翻訳を委託する場合があります。ただし、次のいずれかの
場合を除いて、申し込み者が提供した個人情報を第三者に開示することはありませ
ん。次の②号と③号のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管
理者の責任の下において行います。
①申し込み者本人が個人情報の開示に同意している場合
②法令により開示が求められた場合
③申し込み者本人または公衆の生命、健康、財産等の利益を保護するために必要
な場合
④統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
（4）個人情報の管理について
　当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破
壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等
に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策
を講じます。また当社は、個人情報の持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止し
ます。申し込み者が提供した個人情報の内容を申し込み者の同意を得ずして変更す
ることはしません。さらに、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。前項④
号及び情報の解析や分析において、他の情報と照合することにより個人の特定が可
能な「クッキー情報」を得る必要がある場合も申し込み者本人の同意を得た上で使
用するものとします。
（5）個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について
　当社は、申し込み者が自己の個人情報について、照会・開示・変更・利用停止・削
除等を求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合は、異議なく
速やかに対応します。その際は、個人情報の提供者本人であることを確認させてい
ただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は、当
社の商品やサービスを利用できない場合があります。
（6）個人情報保護に関する相談窓口
　個人情報保護に関するお問い合わせ・ご要望は、次の「お問い合わせ窓口」へご
連絡ください。
　お客様相談室
　連絡先：03-5312-4421（代）（平日のみ 10：00～18：00）

第19条（管轄裁判所）
　本約款に関する訴訟その他一切の法的手続き（裁判所の調停手続きを含む。）に
ついては、訴額により東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とします。

第20条（定型約款の変更）
　本約款の変更が契約目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その
他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは変更することがありま
す。変更にあたっては、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後
の本約款の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページにて効力発生日以前
に一定期間をもって告知します。当該告知後、変更後の約款は、当該効力発生時期
が到来した時点で効力を生じるものとし、申し込み者は本約款の変更に同意したも
のとします。

第21条（準拠法）
　本約款は、日本法に準拠し同法に従って解釈されるものとします。

第22条（発効期日）
　本約款の内容は、2023年6月1日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適
用されます。ただし、料金、条件等の変更があった場合は、第20条に従って告知し、
効力発生日以降は留学ジャーナルオンライン（www.ryugaku.co.jp）に掲載の最
新定型約款を適用します。

※語学学校の手配をお申し込みの場合、別途お渡しする「留学プログラム定型約
款」に同意していただきます。

大学留学／大学院留学
プログラム定型約款



　記載金額は、全て税込価格です。ただし、各条項にて記載されている金額に対す
る消費税率は、消費税法の改正があった場合、改定後の消費税率に基づく消費税
額相当分が変更になります。

第1条（定型約款）
　申し込み希望者は、留学ジャーナル大学留学／大学院留学プログラム定型約款
（以下「本約款」といいます。）を承諾の上、株式会社留学ジャーナル（以下「当社」と
いいます。）に対し、本約款に含まれる各種サービス（以下「留学プログラム」といい
ます。）を申し込みます。なお、本約款は留学プログラムの申し込み契約の内容となり
ます。

第2条（契約の申し込みと成立）
（1）本約款における申し込み希望者による留学プログラム契約の申し込みと成立
は、申し込み希望者が、当社に対して本約款に基づき、所定の「留学プログラム申し
込み書」を作成・提出し、その契約を当社が承諾の上、第6条（諸費用）第（1）項に定
めるプログラム費を受領確認したときをいいます（当社が申し込みを承諾した申し
込み希望者を以下、「申し込み者」といいます。）。なお、留学プログラム契約の有効
期間は、原則として申し込み契約の成立日から出願までの2年間です。申し込み者の
都合により、申し込み後2年以内に出願を開始されない場合は、契約期間の満了に
より契約終了となります。その際のプログラム費は、第16条（契約終了後の取扱い）
により返金しません。
（2）契約の成立後速やかに、当社は申し込み者に対し、申し込み者からの申し込み
を承諾する旨の書面（大学／大学院／専門留学プログラム申込確認書）を発送しま
す。また、留学先の短大／大学／大学院またはそれに相当する高等教育機関（以下
「留学先」といいます。）が決定し、留学手続きを開始するとき、当社はその確認とし
て申し込み者に対し出願申し込みを承諾する旨の書面（出願代行手続き引受確認
書）を発送します。ただし、契約の成立時に留学先が決定している場合は、大学／大
学院／専門留学プログラム申込確認書に代わって、出願代行手続き引受確認書を
発送します。なお、これらの各確認書は、電子的通知によりご連絡する場合がありま
す。
（3）大学／大学院留学プログラムの申し込みと併用して語学留学プログラムに申し
込む場合または大学／大学院留学にあたって条件付き入学（大学／大学院への入
学前に語学習得の条件を課された場合）の許可を得た場合、別途定める留学プロ
グラム定型約款に従った語学留学プログラムへの申し込み書とプログラム費の受
領を確認し、当社が承諾したときに契約は成立します。なお、語学留学の申し込み及
び大学／大学院への申し込みの段階で、留学先が定員に達している可能性が高い
場合、または滞在先の受入が混み合っている等の事由で申し込み者の希望する手
配ができない可能性が高い場合、当社は申し込み者の承諾を得て、可能な代案を提
示の上、手配努力します。ただし引き受けにおいて別途定める「留学プログラム特
約」の適用を条件とする場合があります。結果として希望する手配ができなかった場
合でも、第13条（免責事項）によりお預かりするプログラム費は返金しません。

第3条（拒否事由）
　当社は、申し込み者から、本約款に基づく留学プログラムの申し込みがあった場
合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申し込み者からの申
し込み等をお断りすることがあります。
（1）申し込み者の日本での学業成績が留学先の定める評定値に達していないとき
や申し込み者に留学に適した条件が備わっていないと当社が認めたとき。
（2）申し込み者が未成年である場合または学生の場合、申し込みについて親権者
（保護者等）の同意がないとき。
（3）申し込み者が希望する留学先の定員に受入可能な余裕がない場合等、客観的
に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
（4）申し込み者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学
手続きが完了できる見通しがないとき。
（5）申し込み者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラム
の参加に不適切であると当社が認めたとき。
（6）申し込み者が留学先への入学希望時期から遡って出願することもなく、2年以
上経過したとき。
（7）その他、当社が不適当と認めたとき。

第4条（プログラムの範囲）
　留学プログラムは、申し込み者の学術的関心、将来の志望進路、現在までの学業
成績や社会経験ならびに英語力、留学期間及び予算等の諸条件を基に、当社の留
学カウンセラーが個別にカウンセリングを行うものです。従って、カウンセリング開
始後は本約款に定める場合を除き、プログラム費は返金しません。また、本条にて定
める有料以外の各項のサービスは、第6条（諸費用）（1）プログラム費で個々に定め
る場合を除き、申し込み者に対する付加サービスとして行うため、本サービスを利用
する前に本プログラムを取り消しされた場合、かかる取り消し料から本サービス分
を差し引くものではありません。なお、当社は申し込み者に対して留学プログラムを
提供するにあたり、本約款でお約束する事項以外の事項につき、申し込み者に対し
て何らの保証を行うものではありません。従って、カウンセリング開始後は、本約款
に定める場合を除き、プログラム費は返金しません。この留学プログラムに含まれる
サービスは、次の通りです。
（1）学校選択
　申し込み者は、申し込み者の希望留学先を担当留学カウンセラーと相談しつつ、
申し込み者の意思により2校まで選択します。
（2）各種手続きの代行
①留学手続き及び入学手続き
　当社は、申し込み者が前項に従って選択した希望留学先2校に対し、入学願書と
必要書類を送り（以下「留学手続き」といいます。）、入学許可が得られた場合に入学
許可証を、条件付き入学許可があった場合に条件付き入学内定書を取り寄せるこ
と等により、申し込み者が希望する留学先への入学手続きを代行します。
②滞在先手続き
　当社は、申し込み者が留学する際の寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続きを
代行します。ただし、申し込み者の希望により入寮またはホームステイを希望しない
場合、もしくは希望留学先が寮等の滞在施設をもたない場合や申し込み手続きの
代行ができない場合、当社は原則として、この滞在手続きの代行はしません。また、
アパートの手配等、寮・ホームステイ先以外の滞在手続きの代行はしません。
　希望留学先に留学する前に、申し込み者が語学コースを申し込む場合、当社は、
手続きが代行可能な場合にのみ、申し込み者の滞在先について、寮・ホームステイ
先の申し込み手続きを代行します。申し込み者が、希望留学先に入学する前に語学
コースを申し込む場合、または語学コースの後に申し込み者が希望留学先に入学す

る場合でも、当社は希望留学先について、寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続
きの代行はしません。ただし、申し込み者の希望留学先への入学時期が、申し込み
者の日本からの出発日前に決定している場合には、当社は希望留学先について、寮・
ホームステイ滞在等の申し込み手続きを代行します。
　希望留学先もしくは語学コースによっては、申し込み者の出発日以前に寮または
ホームステイ等の滞在先住所・部屋番号がわからない場合があります。寮の場合、1
人部屋か否か、またはルームメイト等について、申し込み者の希望が通らない場合
もあります。また、ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合
もあります。当社の責によらない事由で申し込み者の滞在先が確保できない場合、
または申し込み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責任
を負いません。ただし、当社の故意または重過失等による場合は、第14条（損害の負
担）の定めによるものとします。
③渡航手配手続き
　希望者には、成田空港またはその他の日本国内の出発空港から希望留学先の最
寄り空港までの片道または往復航空券を手配します。航空券の申し込み・取消等
は、別に定める標準旅行業約款の「手配旅行契約の部」、「渡航手続代行契約の部」
ならびに当社の「旅行・航空券取扱い条件書」等に準じます（旅行取扱：株式会社留
学ジャーナル／観光庁長官登録旅行業第1695号）。なお、航空券代は別途料金と
なります。
④留学費用の支払い
　当社は、第6条（諸費用）第（2）項に定める希望留学先または語学コースヘの留学
費用の支払い手続きを送金あるいは銀行小切手の送付により代行します。ただし、
正式に希望留学先に入学する前に、申し込み者が語学コースを申し込む場合、原則
として当該語学コースのみ当該支払い代行手続きの対象となります。申し込み者は、
当社が指定する納付期日までに、所定の金額を当社指定の口座に振り込まなけれ
ばなりません。希望留学先もしくは語学コースによっては、留学費用を（ⅰ）送金また
は銀行小切手によって支払う場合、（ⅱ）現地で現金によって支払う場合がありま
す。この場合当社は、原則として、（ⅰ）の方法によってのみ代行します（第8条の為替
変動もご参照ください。）。現金にて支払う必要がある場合、申し込み者は事前に現
金をご自身でご用意の上、現地にて希望留学先もしくは語学コースに直接お支払い
ください。
　留学費用は、希望留学先もしくは語学コース、航空会社、その他留学費用の支払
い先の事情により予告なしに変更されることがあります。この場合、申し込み者は、
当社が申し込み者に対して請求する金額を直ちに当社に対して支払うものとしま
す。
⑤海外留学保険加入手続き
　当社は、海外留学保険の加入手続きを代行します。通常、アメリカの大学・2年制
大学及び語学コースをはじめ海外の留学生を受け入れている学校では、独自に留
学生に保険の加入を義務付けているところもありますが、補償内容が異なるため海
外留学保険にはぜひ加入されるようおすすめします。なお、海外留学保険料は別途
料金となります。
⑥ビザ取得手続き（ビザ申請書類作成料）
　留学先でビザが必要となる場合、希望者には当社の指定する旅行代理店が、申
請書類の作成または代理申請を別途定める「査証手配（申請書類作成代行・申請
代行）条件書」に準じ、別途料金にて行います。この場合、大使館または領事館が実
費として請求するビザ申請料が別途必要となる国があります。こうした実費は、別途
ご請求または直接お支払いいただくことになります。留学国や申し込み者の居住地
域によって、または渡航予定日まで十分な時間がない場合は、ビザの代理申請等が
できない場合もあります。なお、ビザの代理申請はビザの取得を保証するものでは
ありません。
⑦必要書類の翻訳
　第5条（必要書類）に定める留学手続きに必要な書類の作成にあたって、指定さ
れた言語での書類が申し込み者において用意できない場合、当社は英語に限り、預
金残高証明書、卒業証明書、成績証明書及び戸籍謄本（抄本）を以下の料金にて翻
訳します。
翻訳料（1通あたり）
　・預金残高証明書 7,700円
　・卒業証明書 7,700円
　・成績証明書（大学・短大・高専のもの） 16,500円
　　　　　　　（高校のもの） 13,200円
　・戸籍謄本（抄本）1枚につき 16,500円～22,000円
（3）英語講座
　当社は、申し込み者に対して無料で受講できる英語講座を提供します。その内容
については、担当留学カウンセラーにご確認ください。
（4）エッセイの作成指導（大学院プログラム：スタンダード及びトータルサポートコ
ースのみ）
　対面によるエッセイ作成指導（添削含む。）ならびに郵送あるいは電子的通知等
の方法によるエッセイ作成指導（添削含む。）は、合わせて最大3回までとします。
（5）履歴書の作成指導（大学院プログラム：スタンダード及びトータルサポートコー
スのみ）
　当社は、希望留学先の入学申請に必要な履歴書の作成に関するアドバイス及び
添削指導を申し込み者に対して行います。
（6）オリエンテーション
　当社では、留学生の心構え、生活に必要なクレジットカード・保険・電話の利用の
仕方等を紹介した小冊子を配布します。また、担当留学カウンセラーが随時行う留
学に関するアドバイス、「生活準備講座」、「出発前の最終ガイダンス」等のオリエン
テーションを行います。なお、留学ジャーナルカウンセリングセンター等、オリエンテ
ーションが実施される会場までの交通費は、申し込み者の負担となります。
（7）留学中のサポート
　下記①号のサービスは、申し込み者の出発日から1年間有効です。1年以上の期
間にわたるサポートの申し込みは、別途料金（第6条（諸費用）第（6）項③号参照）が
かかります。②号のサービスは、大学院プログラムが1年間、大学プログラムは申し
込み者が留学を終えるまで有効です。
①留学中の不慮の事態に対して、日本語でアドバイスする24時間電話サービス「留
学ジャーナルスチューデントプロテクション」を実施します（電話によるアドバイス
は、AIGトラベルアシストインクが行います。）。
②担当留学カウンセラーによる、電話またはEメールによる以下の相談を行います。
・留学生活全般についての相談
・進路についての相談
・学生ビザ、仕事等についての相談
（8）当社の留学ローンの紹介・申し込み代行
　当社は、提携金融機関により留学費用等の貸付を行う留学ローンの紹介・申し込
みを代行します。詳細は、希望者に後日案内する同ローンの約款をご覧ください。な
お、出発日までに十分な時間がない場合、留学ローンを利用できないことがありま
す。

第5条（必要書類）
　申し込み者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続きに
必要な書類は、当社より別途「必要書類案内」を送付してご連絡します。申し込み者
は、指定された書類に指定された言語にて必要事項を記入の上、必ず指定の期日ま
でに当社の手続き担当カウンセラーまでお送りください。

第6条（諸費用）
（1）プログラム費
　申し込み者は、本項に定めるプログラム費を本第2条（契約の申し込みと成立）及
び第9条（支払い）に記載通りお支払いいただきます。なお、各プログラム費には、本
条第（2）項～第（6）項の費用は含まれません。
・留学ジャーナル大学留学プログラム費： 330,000円
・留学ジャーナル大学院留学プログラム・トータルサポート（第4条第（1）項から第
　（7）項の全てが対象）のプログラム費： 550,000円
・留学ジャーナル大学院留学プログラム・スタンダードサポート（第4条第（7）項①
　号を除く全てが対象）のプログラム費： 440,000円
・留学ジャーナル大学院留学プログラム・ベーシックサポート（第4条第（4）項、第
　（5）項、第（7）項①号を除く全てが対象）のプログラム費： 330,000円
（2）留学費用
　当社では、希望留学先または語学コースヘの入学手続きに必要な費用としての出
願料や滞在申込金、授業料及び入学登録料、寮・ホームステイに関連する費用、食
費、航空料金、空港出迎え料（空港出迎えが必要かつ可能な場合のみ）、その他申し
込み者の留学期間中に必要となる費用（以下、これらを「留学費用」と総称します。）
を希望留学先または語学コースから当社に寄せられた最新の資料に基づいて算出
し、申し込み者に請求します。申し込み者は、当社が指定する期日までに留学費用を
当社に対して支払うものとします。当社は、申し込み者の希望留学先または語学コー
スでの授業料及び入学登録料、寮・ホームステイに関連する費用を第1回目の支払
いについてのみ支払い手続きを代行します。その後の支払いについては、本項の他、
第4条（プログラムの範囲）第（2）項④号も適用されるものとします。なお、留学費用
は学校、その他支払い先の事情により、予告なしに変更されることがあります。
（3）宿泊費
　申し込み者のスケジュールの関係上、申し込み者は、出発地、途中経由地ならび
に現地にてホテル等の宿泊施設に宿泊する必要がある場合があります。その場合の
宿泊予約は、原則として当社が行いますが、その宿泊にかかる費用は申し込み者の
負担となります。宿泊費用は、特に指定のない限り申し込み者が直接宿泊先にお支
払いください。
（4）緊急連絡費
　申し込み者本人またはご家族からの依頼により、出発前・出発後に関係なく、緊
急の連絡を要する場合、当社は希望留学先や語学コースあるいは滞在先等の関係
各所への緊急連絡をお引き受けします。その際にかかる費用は、相手国を問わず1
件1回あたり5,500円にて申し受けます。この場合、申し込み者は、当社が申し込み
者に対して請求する金額を直ちに当社に対して支払うものとします。
（5）渡航手続きの代行
　上記で定める費用の他、当社は、申し込み者の利用希望や必要性に応じて、標準
旅行業約款の「手配旅行契約の部」ならびに「渡航手続代行契約の部」に準じ、別途
渡航手続き代行料金を収受することにより次に掲げる業務を行うことを引き受けま
す。なお、渡航手続き代行に関する業務及びそれらにかかる料金は、別途ご案内す
る各種条件書（旅行・航空券取扱い条件書、査証手配条件書等）に準じます。
①査証、再入国許可等に関する手続き
②出入国手続き書類の作成
③航空券手配に付随する手続き
④海外留学保険の手配
（6）その他の諸費用
　前各項で定める費用の他、当社は、申し込み者の利用希望や必要性に応じて、以
下の費用を申し込み者に対して、別途手配、請求します。申し込み者は、当社から下
記諸費用の支払い請求があった場合は、直ちにかかる諸費用を当社に対して支払
うものとします。
①出願校の追加（1校につき） 55,000円
②語学コースの入学手続き（1校につき）　 55,000円
③留学中のサポート
・申し込み者が留学ジャーナル大学院留学プログラム・トータルサポートを申し込
んでいる場合で、1年間を超える留学中のサポートを希望する場合、留学ジャーナ
ル大学院留学プログラム・トータルサポートでカバーされる1年を超える留学中
のサポートは1年につき、 110,000円
・申し込み者が留学ジャーナル大学院留学プログラム・トータルサポートを申し込
んでいない場合は、最初の1年につき、165,000円
それ以降の留学中のサポートについては、1年につき、110,000円
④海外送金用小切手作成時または海外送金時に必要となる銀行手数料
⑤その他、当社が申し込み者に対して、本条に記載する以外で留学プログラムを提
供するにあたり合理的と認める諸費用

第7条（申し込み後の変更と変更手数料）
　申し込み者は、本条の定める場合において以下の変更手数料を支払うことによっ
てのみ、留学プログラム契約につき、以下の変更をすることが可能です。ただし、必ず
事前に担当留学カウンセラーにご相談ください。変更を希望する場合、かかる費用
を別途請求します。
（1）希望留学先への入学希望時期の変更
・申し込み者は、希望留学先への入学希望時期を、当該希望留学先への出願前で、
申し込み日から起算して2年以内の間であれば１回につき変更手数料55,000円
にて変更できます。
・申し込み者は、申し込み日から起算して2年を超えて変更する場合、または希望留
学先への入学時期を当該希望留学先への出願後出発日前に変更する場合、変更
手数料110,000円を当社に対して支払うことにより変更できます。変更手数料を
お支払いいただけない場合は、有効期間の消滅となり返金しかねます。
・事前に語学コースに通われる方で出発後、大学・大学院の入学時期を変更する
場合の変更手数料は、１回につき55,000円となります。

（2）希望留学先及び専攻の変更
・申し込み者は、希望留学先及び専攻を当該希望留学先への出願前に変更する場
合、変更手数料を当社に対して支払うことにより変更できます。この場合における
変更手数料は、大学プログラム及び大学院プログラムともに55,000円となりま
す。
・申し込み者は、希望留学先及び専攻を当該希望留学先への出願後出発日前に変
更する場合には、変更手数料を当社に対して支払うことにより変更できます。この
場合における大学プログラムの変更手数料は110,000円、大学院プログラムの
変更手数料は220,000円となります。

（3）大学・大学院留学プログラムにおける出発までのサポート期間の延長
　本条（1）項ならびに（2）項の変更により出発時期が申し込み日から起算して2年
を超える場合、当社は申し込み者に対し、出発前のサポート期間延長の費用として1
年間につき110,000円を請求します。
（4）大学院留学プログラムのコース変更
　留学ジャーナル大学院留学プログラムのトータルサポート、スタンダードサポー
ト、ベーシックサポートの申し込みコースから別コースヘの変更は、その価格の差額
をお支払いいただくことで可能です。また、コース変更によってコース費が減額する
場合は、その差額を返金します。ただし、トータルサポートからスタンダードサポート
ヘの変更は出発前に限り、またトータルサポートあるいはスタンダードサポートから
ベーシックサポートヘの変更は、書類作成指導が行われる前に限り可能です。
（5）大学・大学院留学プログラムともに、空港出迎え手配のため送迎手配先へ当社
から到着連絡が完了した後、申し込み者の都合により到着便の変更が生じた場合

には、変更手数料として1回3,300円を別途申し受けます。
（6）その他、当社が承諾し、当社が指定する変更手数料を支払った場合

第8条（為替変動）
　当社が本約款に基づき、申し込み者に代行して希望留学先あるいは語学コース
に送金または銀行小切手の送付によって留学費用その他の費用を支払う場合、当
社所定の為替レートにて100円単位（100円未満切り上げ）で決済を行います。こ
の場合、為替変動による差額の精算はしません。ただし、当該留学先の指定により、
到着後に留学費用またはその一部を直接支払う場合は、申し込み者自身による支
払いとなります。また、申し込み者が留学プログラム契約を解約し、または希望留学
先あるいは語学コースヘの入学を取りやめたときに希望留学先または語学コースか
ら申し込み者に対して返還される費用がある場合、当社はかかる費用を申し込み者
に代わって代理受領し、かかる費用を当社が選択する日のTTBレート（電信為替買
相場：Telegraphic Transfer Buying）にて換算した上で、申し込み者に返還する
ものとします。

第9条（支払い）
　申し込み者は、本約款の各条項に定められた、プログラム費、留学費用、その他の
諸費用、変更手数料等の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に振
り込みまたは所定の方法で入金するものとします。この場合、留学費用等の残金は、
受け入れ先が期日を定めている場合や制度上必要な場合を除き、90日以上前にお
支払いいただくことはありません。本約款に別途定めがある場合の他、当社は本約
款に基づき、申し込み者が当社に対して支払ったプログラム費、留学費用、その他の
諸費用、変更手数料等の費用を申し込み者に対して返金しません。申し込み者が当
社指定の期日までに本約款に定める費用を当社に対して支払わない場合、当社は
申し込み者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、当社
の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で
必要な差額をお支払いいただきます。
　なお、留学費用等を概算額で支払っている場合、後日支払い金額が明らかになり
次第、当社の指示に従い、当社または支払い先との間で過不足金の精算を行ってい
ただきます。また、本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関
を通じて当社に対してお支払いいただく際の振り込み手数料や送金手数料（以下
「振り込み手数料」といいます。）ならびに当社から申し込み者に対して返金する際の
振り込み手数料は、すべて申し込み者の負担となります。

第10条（申し込み後の取消と返金）
　申し込み者が、申し込み後に留学プログラム契約を解約する場合、当社は本約款
の定めに基づき、申し込み者に対する返金の手続きを行います。希望留学先に対す
るキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学
プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失については申し込み者の負担とし
ます。また、当社がこれを立て替え払いしたときは、申し込み者はかかる立て替え費
用を当社に支払うものとします。
　留学プログラム申し込み後の解約と返金は、次に定める通りです。なお、契約期間
の満了以前に延長の申し出がない場合は、権利放葉したものとみなし、第6条（諸費
用）第（1）項に定めるプログラム費の返金には応じかねます。
【大学留学プログラム】
・申し込みから学校選択カウンセリング開始前までの取消：当社は、第6条（諸費
用）第（1）項に定めるプログラム費から55,000円を差し引いた差額を申し込み
者に返金します（申し込みから起算して8日目までの取消は、全額を返金しま
す。）。
・申し込みから出願をする前までの取消：当社は、第6条（諸費用）第（1）項に定め
るプログラム費から110,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金します。
・申し込みから出願後の取消：一切返金しません。
【大学院留学プログラム】
・申し込みから学校選択カウンセリング開始前までの取消：当社は、第6条（諸費
用）第（1）項に定めるプログラム費から55,000円を差し引いた差額を申し込み
者に返金します（申し込みから起算して8日目までの取消は、全額を返金しま
す。）。
・申し込みから出願校を決定する前までの取消：当社は、第6条（諸費用）第（1）項
に定めるプログラム費から110,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金し
ます。
・申し込みから出願をする前までの取消：当社は、第6条（諸費用）第（1）項に定め
るプログラム費から220,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金します。
・申し込みから出願後の取消：一切返金しません。
※ただし、上記プログラムの進度によらず書類作成指導が行われた場合は、さらに
110,000円を差し引いた差額を申し込み者に返金します。

第11条（各種手続きの継続が不可能な場合）
　当社指定の期日までに必要な書類、または費用が申し込み者により送付・入金さ
れず、当社の責によらない事由により当社が各種手続きの代行ができなかった場
合、当社は申し込み者に対して本約款に基づき、支払い済みの費用を一切返金しま
せん。また、その期日に応じて発生した、希望留学先に対するキャンセル料や渡航手
配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、当社の責によらない事由によ
り、当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとします。申し込み者
は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。

第12条（当社からの解約）
（1）申し込み者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づく
留学プログラム契約を解約することができるものとします。
①申し込み者が、当社指定の期日までに、第5条（必要書類）に定める必要な書類を
送付しないとき。
②申し込み者が、当社指定の期日までに、第4条（プログラムの範囲）、第6条（諸費
用）、第7条（申し込み後の変更と変更手数料）及び第10条（申し込み後の取消と返
金）に定める費用の支払いを行わないとき。
③申し込み者が所在不明、または当社からの連絡に対し、返信期限を過ぎ1ヵ月以
上にわたり連絡不能となったとき。
④申し込み者が当社に届け出た、申し込み者に関する情報に虚偽あるいは重大な
遺漏のあることが判明したとき。
⑤申し込み者が、本約款に違反したとき。
⑥申し込み者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業また
は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑦申し込み者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して
脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑧申し込み者が、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀
損しもしくは当社の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑨その他当社の業務上の都合があるとき。
（2）前項に基づき、当社が本約款に基づく留学プログラム契約を解約したときは、プ
ログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、申し込み者が当社に対して
本約款に基づき支払い済みの費用を申し込み者に対して一切返金しません。また、
解約により発生した希望留学先に対するあらゆるキャンセル料や渡航手配手続き
における航空会社に対するキャンセル料等、前項に基づく解約により当社に生じた
費用及び損失は、申し込み者が負担するものとします。申し込み者は当社からの請

求後、直ちにかかる費用及び損失を、当社に支払うものとします。

第13条（免責事項）
（1）当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申し込み者が留学
できなかった場合または希望留学先への正式入学ができなかった場合及び出発日
時が変更になった場合には、一切その責任を負いません。ただし、当社の故意または
重過失等による場合は、第14条（損害の負担）の定めによるものとします。
①申し込み者の希望留学先やコースが定員に達していて入学できない場合、または
定員に達せず授業が開講されない場合
②申し込み者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合、または当
社の責によらない事由で申し込み者の滞在先が確保できない場合、あるいは申し込
み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合
③通信事情または希望留学先の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日
までに届かず、申し込み者が出発できなかった場合
④申し込み者の希望する留学先に出願し、入学の許可が得られなかった場合
⑤申し込み者がパスポートまたはビザを取得できず、あるいは渡航先国に入国拒否
された場合
⑥大使館、留学先または申し込み者の事情によりビザ取得に時間がかかり、出発時
期が変更になった場合
⑦天災地変、戦乱、暴動、内乱、同盟罷業、テロ行為、感染症（世界的なパンデミック
またはエピデミック、日本または渡航先の緊急事態宣言期間を含む。状況によって
は、アウトブレイクも含む場合がある。）、日本または外国の官公署の命令、陸海空に
おける不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画
によらない運送サービスの提供、申し込み者の生命または身体の安全確保のために
必要な措置、その他不可抗力による場合
⑧申し込み者の事情により、留学ローンが実行されず、手続きの継続が不可能と判
断される場合
⑨申し込み者が、本約款に違反した場合
（2) 前項各号に基づき当社の責によることなく留学することができず、かつ当社を介
さず申し込み者自身で手配された航空券やホテル等の費用ならびにその取消や変
更に伴う手数料等は申し込み者の負担となります。
（3）「留学ジャーナルスチューデントプロテクション」の業務は、AIGトラベルアシス
トインクが行います（渡航後帰国まで最長1年間）。なお、緊急時に24時間体制で電
話により適切なアドバイスを行いますが、当社はその内容に何らの保証をするもの
ではありません。
（4）第4条（プログラムの範囲）第（8）項に基づく当社による留学ロ一ンの紹介、申し
込み手続き代行において、当社は申し込み者の資格審査の結果による留学ローンの
可否や債務保証等、その他一切の事項につき一切責任を負いません。
（5）申し込み者は渡航後、申し込み者の責任において行動するものとし、法令、公序
良俗もしくは留学先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申し込み者個人
の負担となり、当社はその責任を一切負いません。留学中のスポーツ等による事故
は申し込み者本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり保険の特約が
必要な場合は、申し込み者本人の責において加入手続きを行っていただきます。以
上の免責事項に該当する場合、プログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手
数料等、既に当社に支払い済みの費用については一切返金されません。
（6）当社は、希望留学先・語学コースから当社に送られてきた最新資料に基づき留
学プログラムを提供しますが、当社の責によらず、希望留学先・語学コースの事情に
より、受入条件・授業内容・滞在先・費用の変更、その他留学プログラムに関して予
告なしに変更される場合や定員に満たない等の理由、その他の事情から実施され
なくなる場合があります。その際、当社は変更に関する情報を当社が入手次第、申し
込み者にご連絡しますが、ご出発後の留学プログラムに関する変更や中止または自
己都合による解約は、希望留学先と申し込み者との間での直接的契約となるため一
切その責任を負いません。

第14条（損害の負担）
　当社は、当社の責によらない事由により申し込み者が何らかの損害を受けた場
合、その責任を負いませんが、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限り
ではなく、その損害を賠償します。ただし、軽過失の場合の損害賠償は、申し込み者
から受領した第6条（諸費用）第（1）項で定めるプログラム費を上限とします。

第15条（弁済業務保証金分担金）
　当社は、旅行業法にて対象となる航空券代やホテル代等の渡航に係る費用につ
きましては、観光庁長官登録旅行業第1種を取得していることにより、一般社団法
人日本旅行業協会に対して弁済業務保証金分担金を供託しています。これにより、
同協会または管財人の判断により、当社が万一事業を停止せざるを得ないような
状況に陥った場合、授業料等は除き、対象となる旅行費用の保全額相当分が返還
保証されます。

第16条（契約終了後の取扱い）
　本約款第2条（契約の申し込みと成立）第（1）項に規定する契約期間が留学手続
きの開始前に期間満了となった場合は、自動的に契約が終了となります。また、留学
手続きを開始していても手続き上の進展がなく、ご出発の意思がまったくないまま
契約期間を超えた場合も契約の終了となります。その際、既にお支払い済みのプロ
グラム費は、契約期間の満了により返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞
在先等から別途実費請求があった場合は、申し込み者に請求します。なお、申し込
み者の都合により受入日、授業コース、ホームステイから寮への変更あるいは寮か
らホームステイへの変更、留学時期等の留学条件を変更した場合は、変更申し込み
の契約成立日以降留学手続きを進めることもなく１年を超えると、変更に関する契
約期間も満了となり契約の終了となります。その際にお支払いいただいた変更手数
料は返金しません。

第17条（守秘義務について）
　当社では、申し込み者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、
個人情報保護法に基づき、当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただ
し、万一の緊急事故対応及びサポートに備えるためにのみ、当申し込み書記載内容
及び海外留学保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示すること
があります。

第18条（個人情報の取り扱いについて）
　当社では、個人情報保護法に基づき、プライバシーポリシー（個人情報保護方針） 
において申し込み者の個人情報の取得及び利用、利用目的、第三者提供、管理、照会、
開示、変更、利用停止、削除等について以下の通り取り扱います。また、EU及びイギリ
ス域内への留学希望者は、当社ホームページに掲載する「Privacy Policy（GDPR）」
及び「EU／UK域内留学希望者対象プライバシーポリシー」を必ずご一読ください。
（1）個人情報の取得及び利用について
　当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、以下に記す利用目的の
範囲内で業務遂行上必要な限りにおいて利用します。当社は、個人情報を第三者と
の間で共同利用し、または個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第
三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行いま
す。
（2）個人情報の利用目的について
①申し込み者が留学や旅行に関する相談、申し込み、留学及び旅行商品ならびにサ

ービスをご利用いただく際、申し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールア
ドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先、在籍学校名または身分証明書
等の個人情報のご提供をお願いする場合があります。これらは、希望される留学・旅
行商品やサービスを当社が提供する際、ならびに申し込み者との間の連絡のために
利用させていただくほか、申し込み者がお申し込みいただいた留学・旅行商品にお
いて運送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ－ビスの受領の
ための手続に必要な範囲内で、また当社の留学及び旅行契約上の責任、事故時の
費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、運送・宿泊機関や保険会社等
に対し申し込み者の氏名、身分証明書番号等をあらかじめ電子的方法等で送付す
ることによって提供いたします。その他、申し込みをする際には、旅行先や留学先と
なる学校・研修機関等への入学手続き上必要となる、日本での申し込み者の最終学
業成績、健康診断書（要配慮個人情報含む）、財政証明書、戸籍謄本（抄本）等のご
提出をお願いする場合があります。これらの個人データの提供について、申し込み者
に同意いただくものとします。
②当社は、留学・旅行中に傷病があった場合に備え、申し込み者の海外渡航中の国
内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、申し込み者に傷病
があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用さ
せていただきます。申し込み者は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供するこ
とについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。いずれの場合も、必要最低
限の事項を除き、申し込み者の個人情報を当社へご提出いただくか否かについて
は、申し込み者自身が選択できるものであり、申し込み者に判断を委ねます。その
他、当社では、より良い留学・旅行商品の開発のためのマーケット分析、統計資料の
作成、帰国後のアンケート調査、そして当社及び当社と提携する企業やグループ会
社の資料提供、説明会、イベント・セミナーならびにキャンペーン情報等のご案内を
申し込み者にお届けするため、あるいは、旅行終了後や留学帰国後のご意見やご感
想・体験談のご提供をお願いする等、申し込み者の個人情報を利用させていただく
場合があります。なお、申し込み者からご提供いただけない個人情報の内容によっ
ては、当社の商品・サービスをご利用いただけない場合があります。
（3）個人情報の第三者提供について
　当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申し込み者の同意を得るこ
となく第三者（外国にある第三者含む。）に提供しません。当社は、申し込み者へ留
学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、申し込み者が提供した申
し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミ
リ番号、職業、勤務先、在籍学校名または身分証明書や戸籍謄本（抄本）等の個人
情報を、あらかじめ当社との間で秘密保持契約を結んでいる企業等（ホールセラー、
ビザ代理申請会社、現地手配会社、保険会社、翻訳先等の業務委託先）に開示しま
す。留学先国によっては、ビザ申請の際、申し込み者の戸籍謄本または抄本の英訳
されたものを求めてくる場合があります。その際、当社は専門の翻訳家あるいは翻訳
会社に対して当該書類の翻訳を委託する場合があります。ただし、次のいずれかの
場合を除いて、申し込み者が提供した個人情報を第三者に開示することはありませ
ん。次の②号と③号のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管
理者の責任の下において行います。
①申し込み者本人が個人情報の開示に同意している場合
②法令により開示が求められた場合
③申し込み者本人または公衆の生命、健康、財産等の利益を保護するために必要
な場合
④統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
（4）個人情報の管理について
　当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破
壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等
に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策
を講じます。また当社は、個人情報の持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止し
ます。申し込み者が提供した個人情報の内容を申し込み者の同意を得ずして変更す
ることはしません。さらに、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。前項④
号及び情報の解析や分析において、他の情報と照合することにより個人の特定が可
能な「クッキー情報」を得る必要がある場合も申し込み者本人の同意を得た上で使
用するものとします。
（5）個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について
　当社は、申し込み者が自己の個人情報について、照会・開示・変更・利用停止・削
除等を求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合は、異議なく
速やかに対応します。その際は、個人情報の提供者本人であることを確認させてい
ただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は、当
社の商品やサービスを利用できない場合があります。
（6）個人情報保護に関する相談窓口
　個人情報保護に関するお問い合わせ・ご要望は、次の「お問い合わせ窓口」へご
連絡ください。
　お客様相談室
　連絡先：03-5312-4421（代）（平日のみ 10：00～18：00）

第19条（管轄裁判所）
　本約款に関する訴訟その他一切の法的手続き（裁判所の調停手続きを含む。）に
ついては、訴額により東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とします。

第20条（定型約款の変更）
　本約款の変更が契約目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その
他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは変更することがありま
す。変更にあたっては、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後
の本約款の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページにて効力発生日以前
に一定期間をもって告知します。当該告知後、変更後の約款は、当該効力発生時期
が到来した時点で効力を生じるものとし、申し込み者は本約款の変更に同意したも
のとします。

第21条（準拠法）
　本約款は、日本法に準拠し同法に従って解釈されるものとします。

第22条（発効期日）
　本約款の内容は、2023年6月1日以降に申し込まれる留学プログラム契約に適
用されます。ただし、料金、条件等の変更があった場合は、第20条に従って告知し、
効力発生日以降は留学ジャーナルオンライン（www.ryugaku.co.jp）に掲載の最
新定型約款を適用します。

※語学学校の手配をお申し込みの場合、別途お渡しする「留学プログラム定型約
款」に同意していただきます。

大学留学／大学院留学
プログラム定型約款



大
学
留
学
／
大
学
院
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

フリガナ

フリガナ

続
柄

電
話

氏　名

現住所

現在の
職　業

最終目標

総留学
予定期間

帰国
予定日

滞在先
手配期間

入学方法

渡
航
中
の
国
内
連
絡
先

第
一
希
望
校

希
望
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
二
希
望
校

＜英字＞

＜パスポートと同じスペルでご記入ください＞

フリガナ

フリガナ

住所　〒

学校名

申し込み
留学期間

専攻名

専攻名

（名）（姓）

（名）（姓）

（名）（姓）

〒

自宅電話番号

（　　　　）　　　　　 ー

（　　　　 ）　　　　　  ー

自宅FAX番号（　　　　 ）　　　　　  ー

E-mail（PC）

携帯電話番号 （　 　　　）　　　　　  ー

E-mail（携帯） 担当者

商品コード

大阪東京

名古屋 福岡

受付者

きっかけ

来室 郵送/FAX

in

out 

月　　　　日（  　   ）

月　　　　日（  　   ）

（  　　　   　 ） 週間

第一希望校

滞在先 in／out

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

第二希望校

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

第一希望校指定英語コース

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

第二希望校指定英語コース

学校No. コースNo.

滞在No. 種類

出迎えNo. 種類

AR（　　  　 ） P.P（　　  　 ）

V.S（　　  /種類 ：　    ・     　　 ）

P/U（　　  　 ） 保（      　　  ）

概算No.

受

見

HS 出 B V 生保 A コ英 C キ

大学留学／大学院留学プログラム約款、留学プログラム約款の内容、ならびに留学手配のために必要な範囲内での受入機関および手配機関や保険会社等への要配慮個人情報も含めた
個人情報の提供に同意し、また国内連絡先の方の個人情報を提供することについて国内連絡先の方の同意を得、プログラムに申し込みます。

株式会社留学ジャーナル宛

大学留学／大学院留学プログラム申し込み書 

直 ／ 外（ イ・ア・生個・生準・外販 ）：

（　　　     年　　　月　　　日まで）

性
別

国
籍

出
生
地

生年
月日

アメリカ・カナダに留学する方のみ  離婚歴 □ あり □ なし
□ 男　□ 女　／　□ 既婚　□ 未婚　

大　　　学：□ 大学留学プログラム
大　学　院：□ ベーシックサポートコース　□ スタンダードサポートコース　□ トータルサポートコース
留学希望国：□ アメリカ　□ カナダ　□ イギリス　□ アイルランド　□ オーストラリア　□ ニュージーランド　□ 未定
希望入学時期：20　　　　　年　　　　　月　　　　　日 
希望専攻分野： （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 短大卒業　□ 大学卒業　□ 大学院卒業　□ その他（　　　　　　  　　　　）

□ 条件付き入学　□ 直接入学　□ 追加語学

□ 日本　□ その他（　　　　　　　　　　　）

□ 父　□ 母　□ その他（　　　　　　　　）

都・道・府・県

年 月 日（　　    歳）

その他の国の場合（　　　　　　　　        　　）

「申し込み書記入例」の
職業コード表をご参照のうえ、
2ケタの数字をご記入ください。

第
一
希
望
校

指
定
英
語
コ
ー
ス

学校名

申し込み
留学期間

約　　　　　　ヵ月

希望
滞在先

希望
滞在先

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ 本人手配  寮名（　　　　　　　　　  ）
※部屋タイプ
□ 1人部屋　□ 相部屋

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ 本人手配  寮名（　　　　　　　　　  ）
※部屋タイプ
□ 1人部屋　□ 相部屋

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日 （　　　）　～　20　　　　　年　　　　　月　　　　　日 （　　　）　（　　　　　　）週間

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

予定期間
週　　　　　　  時間  ・  レッスン

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ その他（　　　　　　　　　 　　 ）
※部屋タイプ：   □ 1人部屋　□ 相部屋

授業
時間数

希望
滞在先

学校名
コース名：

第
二
希
望
校

指
定
英
語
コ
ー
ス

予定期間
週　　　　　　  時間  ・  レッスン

□ ホームステイ　□ 学校寮　□ 民間寮
□ その他（　　　　　　　　　 　　 ）
※部屋タイプ：   □ 1人部屋　□ 相部屋

授業
時間数

希望
滞在先

学校名
コース名：

（　　　　　　）ヵ月

（　　　　　　）ヵ月

（　　　　　　）週間

（　　　　　　）週間

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

～20　　　　　年　　　　　月　　　　　日

申込日 年　　  月　　  日

預り日 年　　  月　　  日

学校決定日 年　　  月　　  日

CX 年　　  月　　  日

出発日 年　　  月　　  日

※日中に連絡
　可能な番号

株式会社留学ジャーナル
登録番号：T1-0111-0103-6096



■ TOEFL iBT （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ TOEFL模試 （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ IELTS （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ TOEIC （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ ケンブリッジ英検 □ 合格 （　　　　　　　　）　　□ 不合格

■ 英検 （　　　　　　　　）級　合格日（　　　　　　　年　　　　月）

■ GRE （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

■ GMAT （　　　　　　　　）点　受験日（　　　　　　　年　　　　月）

□ 該当するものはない

あなたの現在の英語力を自己申告してください。
１ 2 3 4 5

できない できる

英
語
に
関
す
る
資
格

航空券
手　配

● 以下の問いにお答えください
滞在先手配のための参考情報となります。必ずしも希
望通りの滞在先をご紹介できるとは限りません。あら
かじめご了承ください。

1.たばこを吸いますか？
□ はい　□ いいえ
2.「はい」の場合：
滞在先が禁煙でもいいですか？
□ はい　□ いいえ
※屋外での喫煙となる場合がほとんどです。

3.ホストファミリー等がたばこを吸うのは
構いませんか？
□ はい　□ いいえ
4.趣味は何ですか？

（　　　　　　   　　 ）
5.滞在先に子供がいてもいいですか？
□ はい　□ いいえ

6.ペットが家の中にいてもいいですか？
□ はい　□ いいえ
※一般的にペットを飼っている家庭が多いため、ア
　レルギーやよほど嫌いな動物のご指定がない限り、
　ペットのいる家庭に滞在する場合があります。

7.アレルギー体質ですか？
□ はい　□ いいえ
※はいの場合、具体的に

（　　　　　　   　　 ）
8.特に信仰している宗教がありますか？
□ はい　□ いいえ
9.現在または過去においてケガや病気で医
師の治療、投薬を受けていますか？または
医師から精密検査、定期的な診察、治療、投
薬のいずれかをすすめられていますか？
□ はい　□ いいえ
※はいの場合、具体的に

（　　　　　　   　　 ）

● 現在有効なパスポートを持っていますか？
□ あり　□ なし　□ 申請中

パスポート番号

発行年月日　　　　　　　年　　　月　　　日
有効期間満了日　　　　　年　　　月　　　日

● 留学に必要なビザを持っていますか？
□ あり　□ なし　□ 依頼する　□ 依頼しない

発行国    （　　　　　　　　　　                  ）
ビザ種類 （  ESTA ・ eTA ・ ETA ・ 学生ビザ  ）
発行日　　　　　　　　　年　　　月　　　日
有効期限　　　　　　　　年　　　月　　　日

● 留学生保険手配について
□ 依頼する　□ 依頼しない

◆当社をどちらでお知りになりましたか？
□ 雑誌「留学ジャーナル」　
□ 留学ジャーナルのHPを見て
□ 英会話学校からの紹介
　 （スクール名                                        ）
□ KDDI 従業員または紹介
□ その他（　　　　　　　　　　　　      ）
◆お申し込みいただいたプログラムはどちらで
　お知りになりましたか？
□ カウンセリングセンターでの相談

　 （担当名                ）
□ オンラインでの相談 （担当名                ）
□ 電話・メールによる相談 （担当名                ）
□ フェア・セミナーなどのイベント
□ その他（　　　　　　　　　　　　      ）
□ まだ詳しくわからない

◆海外で利用できるクレジットカードを持っていますか？
□ はい　□ いいえ  （はいの場合：カード名                                                            ）
◆留学費用の一部を当社の留学ローンを利用して支払いますか？
□ はい　□ いいえ　□ 未定 （ローンの案内書、申し込み書の送付を希望する □  しない □ ）

◆海外渡航／旅行をしたことがありますか？
□ あり  （国名                                               　　　　　　　　　　　　　　 　  ）
□ なし
◆海外での留学経験はありますか？
□ あり ［  当社で手配  ・  その他  ］ （国名                                                                 ）
□ なし

※クレジットカード、留学ローンは、それぞれ審査が必要ですので別申し込み書にて早めに申し込み手続きを行ってください。
　ローンに関しましては、後日留学手続きカウンセラーから送られる「ローン申し込み書類」をご覧ください。

なお、ご記入いただきました内容について遺漏や不実記載等の重大な事実が発覚した場合は、お客様（申し込み者）との
留学プログラム契約を解約させていただくことがあります。

申し込み者署名
（自筆）

保護者代表署名
（自筆）

〈使用欄〉

※申し込み者が未成年、学生の場合は必ず保護者（親権者）の承認が必要となります。
　必ず保証人となる保護者代表の方が自筆で署名してください。

□ 当社へ依頼する □ 依頼しない 希　望
出発空港

希　望
出発日

別途契約による手配となります。
旅行取扱：（株）留学ジャーナル／観光庁長官登録旅行業第1695号

希望航空
会社名 （　           　　　      　  　　           　　） 月　　  　　　 日日本出発日

□ 東京　□ 大阪　□ 名古屋　□ その他（　　　　　　　） □ はい （到着時のみ）
※別途費用が必要

□ いいえ

出地

到地

出日

種類

CR

RT出日

CR指定

Air依頼

YES

済

NO

１ ２

未

年  　　 月  　　 日

年  　　 月  　　 日

OW ・____ FX ・____ 有効
IT ・ PEX

内 訳 表 C・銀・外　  ／

項　目 金　額
プログラム費
追加語学費

　
合計金額

0 0
0 0

0 0

経
理
印

受
付
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

保
険
タ
イ
プ

期
間

料
金　 　/     ～     /      （　　）ヵ月

大学／大学院23061500S/W

あ
り
の
場
合

あ
り
の
場
合

記入日 年　　　　　　　 　　　　　　月　　　　 　　　　　　　　　日

記入日 年　　　　 　　　　　　　　　月　　　　 　　　　　　　　　日

フリガナ

（日本語）

（英　語）
学校名高校

フリガナ

（日本語）

（英　語）
学校名

専門学校
短大
大学
など

フリガナ

（日本語）

（英　語）
学校名大学院

フリガナ

（日本語）

（英　語）
勤務先名

勤務先
アルバイト先
※すでに退職さ
れた場合も記入
してください

在学中 （　　　　　　　　　　　年生）
卒　業 （　　　　　　　年　　　　月）
中　退 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　　　　　　　　）科
学業成績（GPA）：

在学中 （　　　　　　　　　　　年生）
卒　業 （　　　　　　　年　　　　月）
中　退 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　　　　　　　　）科
学業成績（GPA）：

在学中 （　　　　　　　　　　　年生）
卒　業 （　　　　　　　年　　　　月）
中　退 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
（　　　　　　　　　　　　　　　　）科
学業成績（GPA）：

入社時期 （　　　　　　　年　　　　月）
退　職 （　　　　　　　年　　　　月）
退職予定 （　　　　　　　年　　　　月）　　　　　　   　　　　　　　　　　
部署名 （　　　　　　　　　　　　　）　
職　種 （　　　　　　　　　　　　　）　

出
迎
え
サ
ー
ビ
ス


	2023_betsu_univ_web2.pdf
	2023_betsu_univ_web
	2023_betsu_univ_web
	2023_betsu_univ_web2
	2023_betsu_univ_web.pdf

